
  

先月の請求書と一緒に健康診断の結果を同封いたしました。ご心配おかけし大変申し訳ござい

ませんでした。結果についてのお問い合わせがありましたので、改めてお知らせさせていただき

ます。健診結果については、往診医の先生に再度確認していただき、治療や再検査の必要な方に

ついては、受診・再検査を行うことになっておりますので、ご安心ください。 

また、検査結果について、何かありましたら遠慮なくご質問ください。 

 

 遅くなりましたが、入間市役所の協力により希望者全員申請が終了いたしました。 

マイナンバーカードが届くまで、少し時間がかかるようですので届き次第ご連絡させていただ

きます。ご協力ありがとうございました。 

 

今年も入間つつじの園祭りを開催いたします。 

令和７年１１月３日(月)10：00～12：00となります。参加希望の方は、参加者と人数を 

１０月２０日(月)までに事務所へご連絡ください。多くの方のご参加お待ちしております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                敬老の日、おめでとうございます。 

 この敬老の日を迎えられましたことは、本当におめでたく、心からお祝い申し上げます。  

今年の入間つつじの園の賀寿の方は、百賀が３名、白寿が１名、米寿が３名、そして入間市

最高齢の珍寿（１１２歳）が１名となります。日本の平均寿命は、男性 81.09 歳・女性は

87.13 歳。現在、入間つつじの園の平均年齢は男性８８．５歳・女性９０．９歳です。日本の

女性平均寿命は４０年連続世界１位、男性は世界６位だそうです。こう見ると、入間つつじ

の園の入居者様は、皆様ご長寿ですね。 

さて長寿の秘訣は、なんでしょう。敬老会の式典で、皆様が口にされていたのが、謙虚な気

持ちと感謝の言葉でした。家族へ、職員へ温かい言葉を頂戴し、涙が込み上げてきました。

この気持ちこそが、長寿の秘訣かもしれないですね。そのような皆様方に関わらせていた

だけていることに、施設として職員として誇りに感じております。ありがとうございます。 

 皆様方がいつまでもご健康でお過ごしくださるよう、私共職員一同出来る限りのお手伝

いをしていきたいと思っておりますので、どうぞ今後ともよろしくお願いいたします。 

 

  

 

 

 

               

 

 

 

 

 

  

 

 

  

  

 

  

 

 

③ 健康診断結果について   

 

③経口維持加算について 

② マイナンバー申請について   

 

③経口維持加算について 

① 第１１回入間つつじの園祭りについて   

 

③経口維持加算について 



 

 

 

   

 

 

   

 

 

 

令和７年７月分介護報酬領収書と令和７年８月分介護報酬請求書を同封いたします。 

引き落とし日は、令和７年９月３０日(火)です。 

 

 

 不用品のご協力ありがとうございました。 

多くの方にお声掛けいただき、心より感謝いたします。 

引き続き、何かございましたら、お声掛けください。 

よろしくお願いいたします。 

重度心身障害者医療費受給者証の有効期限が９月末日となっています。 

新しい受給者証が届いている方は、施設へご提出をお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・面 会 日   毎週月曜日～土曜日（祝日を含む） 

         ※日曜日は、お休みとなります。 

 ・面会時間   午後 1：00～5：00 まで 

※ここのところ、曜日や時間を間違えて面会に来られる方がいらっしゃいます。 

 看取りの方以外は、対応いたしかねますので、ご理解とご協力をお願いいたします。 

 ご家族様間での情報共有も引き続きお願いいたします。 

  ※アルコールを摂取した場合は、必ず職員へ一言お声掛けください！ 

・面会時間・人数に制限はありません。 大勢の場合は別部屋のご用意も可能です。 

・飲食される場合は、食事形態の確認の上、ご提供ください。  

・体調不良の場合は、面会を控えてください。 

・最近のご様子の確認を職員へする場合は、業務に支障が出るため、短時間でお願いいたし

ます。さらにお時間を要する場合は、生活相談員へご相談ください。 

・差し入れをお持ちの方へ再度お願いです。 

 直接、入居者様へお渡しした場合は、必ず職員へお声掛けください。 

 管理の難しい方は、職員へお渡しください。 

 夜中に寝ながら食している方や、タンスの中やベット脇、歩行器のポケットなどから 傷んだ状態で見つ

かることが増えています。 衛生面の問題も生じていますので、ご協力お願いいたします。 

 ※食中毒の発生しやすい時期となっております。生ものや傷みやすいものの差し入れは 

  お控えいただきますようお願いいたします。 

 

 

 

④引き落としについて   

 

③経口維持加算につい
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⑦ 面会について   

⑤不要品について   

 

③経口維持加算について 
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